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（提案理由） 

育児部分休業制度の拡充に伴い、規定を整備する必要がある。 

 

 

 



杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則を公布する。

令和７年６月 日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第 号

杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則

杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年杉並

区教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

第１３条第６項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の

１号を加える。

(５) 地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定により部分休

業を承認されて勤務しなかった期間

第２６条第４項中「、申請する当該会計年度任用講師について定められた勤務時

間の始め又は終わりにおいて」を削り、同項ただし書を削る。

第２８条第２項中「、申請する会計年度任用講師について定められた勤務時間の

始め又は終わりにおいて」を削り、同条第３項中「による部分休業」の次に「（以

下「第１号部分休業」という。）」を加え、「当該部分休業」を「当該第１号部分

休業」に改める。

第２９条の２第１項中「満３歳に達した日」を「満６歳に達する日後の最初の４

月１日」に改め、同条第２項中「、申請する会計年度任用講師について定められた

勤務時間の始め又は終わりにおいて」を削り、同条第３項中「部分休業」を「第１

号部分休業」に改め、同条第５項中「第９項」を「第１０項」に改める。

第２９条の３に次の１項を加える。

２ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第１５条の２第１項の規定による部分休

業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認することはできな

い。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第13条 略 第13条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

６ 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみ

なす。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第１項の規定により部

分休業を承認されて勤務しなかった期間 

 

(６) 略 (５) 略 

(７) 略 (６) 略 

７及び８ 略 ７及び８ 略 

（介護休暇） （介護休暇） 

第26条 略 第26条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 時間を単位とする介護休暇は                    

                    、１日を通じ４時間（当該介護

休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日

については、４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間）を限度として利用することができる。             

                                  

                                  

                                  

     

４ 時間を単位とする介護休暇は、申請する当該会計年度任用講師について定

められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じ４時間（当該介護

休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日

については、４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間）を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇（前

条第１項に規定するものを除く。）、職務専念義務の免除等及び当該介護休

暇によりその日の全ての申請する会計年度任用講師について定められた勤務

時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認

しない。 

５～８ 略 ５～８ 略 

（介護時間） （介護時間） 

第28条 略 第28条 略 

２ 介護時間の承認は                         

             、１日につき当該勤務時間から５時間45分を減

じた時間（次項並びに第29条の２第２項及び第３項において「基準時間」と

いう。）を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 介護時間の承認は、申請する会計年度任用講師について定められた勤務時

間の始め又は終わりにおいて、１日につき当該勤務時間から５時間45分を減

じた時間（次項並びに第29条の２第２項及び第３項において「基準時間」と

いう。）を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 
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新 旧 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条の規定による部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認又は第

29条の２の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある

会計年度任用講師に対する介護時間の承認については、１日につき基準時間

から当該第１号部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例（平成４年杉並区条例第１号）第15

条の規定による部分休業                 の承認又は第

29条の２の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある

会計年度任用講師に対する介護時間の承認については、１日につき基準時間

から当該部分休業   又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（子育て部分休暇） （子育て部分休暇） 

第29条の２ 教育委員会は、会計年度任用講師が、当該会計年度任用講師の子

であって、満６歳に達する日後の最初の４月１日から満12歳（次に掲げる場

合にあっては、満18歳）に達する日以後の最初の３月31日までの間にあるも

のを養育するため、１日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇として、子育て部分休暇を承認するもの

とする。 

第29条の２ 教育委員会は、会計年度任用講師が、当該会計年度任用講師の子

であって、満３歳に達した日         から満12歳（次に掲げる場

合にあっては、満18歳）に達する日以後の最初の３月31日までの間にあるも

のを養育するため、１日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇として、子育て部分休暇を承認するもの

とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

２ 子育て部分休暇の承認は                      

                、１日につき基準時間を超えない範囲内

で、30分を単位として行うものとする。 

２ 子育て部分休暇の承認は、申請する会計年度任用講師について定められた

勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日につき基準時間を超えない範囲内

で、30分を単位として行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による第１号部分休業

の承認又は第20条の規定による育児時間の承認若しくは第28条の規定による

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用講師に対する子

育て部分休暇の承認については、１日につき基準時間から当該第１号部分休

業、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による部分休業   

の承認又は第20条の規定による育児時間の承認若しくは第28条の規定による

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用講師に対する子

育て部分休暇の承認については、１日につき基準時間から当該部分休業   

 、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４ 略 ４ 略 

５ 幼稚園職員勤務時間規則第30条の２の２第５項から第10項までの規定は、

会計年度任用講師の子育て部分休暇の申請及び承認等について準用する。 

５ 幼稚園職員勤務時間規則第30条の２の２第５項から第９項までの規定は、

会計年度任用講師の子育て部分休暇の申請及び承認等について準用する。 

（子育て部分休暇を承認することができる会計年度任用講師） （子育て部分休暇を承認することができる会計年度任用講師） 

第29条の３ 略 第29条の３ 略 

２ 杉並区職員の育児休業等に関する条例第 15 条の２第１項の規定による部

分休業の承認を受けている職員については、子育て部分休暇を承認すること

はできない。 
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